
 

 

運営方針                                         

 行政委員会総合事務局は、市の行政部局から独立した執行機関として、４つの行政委員会（選挙管理委

員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会）の事務局を所管しています。 

 選挙管理委員会は、各種選挙が適正かつ円滑に行われるよう努めるとともに、市民に対する選挙啓発を

推進します。監査委員は、公正で合理的・能率的な市の行政をめざし、定期監査をはじめ各種監査を実施

します。農業委員会は、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務、遊休農地に関する利用集積

など、農地行政を推進します。固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）

に関する不服の審査決定業務を行います。 

 

【重点施策とめざす方向】             【実 績】 

農地利用の最適化の推進  

 

目標どおり達成 

 農地利用の最適化の推進に関する指針に基づき、農

業委員と推進委員、関係機関が連携し、担い手への農

地の利用集積・集約化や遊休農地の発生防止・解消、

及び新規参入の促進を図ります。 

 農業委員と推進委員が、関係機関と連携し

て、地域の実情に応じた農地の確保と利用調整

を図り、農地の利用集積を進めました。 

 また、市農林課と連携して支援制度を紹介

し、積極的に農地の有効利用を図りました。 

   

選挙制度の啓発の推進と投票環境の充実  目標どおり達成 

市民への選挙制度の啓発、特に若年層に対しての

選挙啓発事業（高校生を対象とした出前授業の実施

や大学生の投票立会人の選任など）を継続するとと

もに、投票環境（投票所）の整備・充実を図ります。 

 市内高校での出前授業の実施や４月の市議選

における学生の投票立会人の選任など、若年層

への啓発を行いました。 

 また、平成３１年４月の選挙に向けて、期日

前投票所増設等の投票環境整備を図りました。 

   

市民の信頼回復及び専門性の向上を図る監査の推進  目標どおり達成 

監査中期方針及び監査年間計画に基づき、適正

な監査に努めるとともに、平成３２年度から運用

する監査基準の策定に向けての研究なども踏まえ

ながら、市民の信頼回復と監査の専門性の向上を

図ります。 

 毎月の例月出納検査や４部局の定期監査、平

成２９年度決算審査等を計画どおり実施し、是

正すべき事項の指摘等を行い、信頼回復に努め

ました。 

 また、監査基準策定に向けて、国の動向に注

意を払いながら、近隣市との情報交換、各種研

修等を通じて、研究を行いました。 

   

固定資産課税台帳に係る審査申出に対する適正な

対応 

 目標どおり達成 

固定資産課税台帳に登録された価格について不

服がある納税者の固定資産評価審査委員会への申

出に対し、適正かつ迅速に審査決定を行うよう努め

ます。 

 １件の審査申出があり、弁明、反論など両者

の主張を聴くとともに、現地調査や十分な審議

など計６回にわたり委員会を開催し、審査決定

を行いました。 
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